
１　負担金の予算決算等について

負担金の名称

負担金の金額

２　負担金の交付先について

所在

３　負担金の対象となる事業等について

事業実績
（具体的な手法）

負担金を交付して
市が得たメリット

負担金検証調書【平成２８年度交付分】

犬山・各務原広域観光推進協議会負担金 市の担当部課 観光交流課 問い合わせ先 0568-44-0342

1,500,000 円予算額 1,500,000 円 当初交付額 1,500,000 円

無 代表者 尾関　敏伸

決算額 1,500,000 円 前年度決算額

犬山市

構成団体 犬山市、各務原市、犬山市観光協会、各務原市観光協会、犬山商工会議所、各務原商工会議所

設置の根拠 犬山・各務原広域観光推進協議会規約

意思決定の方法 重要案件については犬山・各務原広域観光推進協議会にて決定する

名称 犬山・各務原広域観光推進協議会 （法人格の有無）

所在 愛知県犬山市観光交流課内 代表者 犬山市経済環境部長

事業資金の管理責任者 犬山市経済環境部長 事業資金の管理者 犬山市観光交流課職員

（事務局が市である場合）
市のルールに準じているか？

一部準拠
完全準拠でない
場合の内容等

・旅費支給額は実費分精算　・イベント出展にかかる費用は両市で検討し、必要分を支出
（レンタル備品等）　・イベント会場が各務原の場合、各務原の業者選定は各務原市とし、
発注

（事務局が市でない場合）
具体的に記述

証拠書類
の有無

有

事業資金等の保管方法 金融機関への預け入れ（預金通帳と印鑑は管理責任者が保管）による

事業内容
（事業の全体像）

広域観光資源の情報収集と研究、観光客の誘致宣伝活動、観光関係団体との連絡調整、その他協議会の目的達成に必要な事業

（犬山市の役割） 事務局運営、観光客誘客

中山道鵜沼宿まつり（年2回）、名古屋圏・関西圏への宣伝キャラバン、ご当地じまんまつり、観光宣伝資材作成、視察研修（両市観光協会主催の観光先進地の視察に参加）

宣伝による観光客の増加

交付先の状況

事務局の体制等
契約、支出
決裁の方法



４　負担金の交付先における収支等について

犬山市負担金額（当初支出額） 1,500,000 円 精算の有無 無 精算（返還）額 0 円 精算後の負担金の額 1,500,000 円

負担金の対象となる全体事業費（精算がある場合は精算前の額） 収入額 3,916,570 円 支出額 2,649,723 円 余剰額 1,266,847 円

構成員の負担割合（根拠） 想定事業費に対し、犬山市50％、各務原市50％の割合で負担している。

余剰額が発生した場合の取扱い 犬山・各務原広域観光推進協議会にて決定する。 繰越額 1,266,847 円

交付先における収入の状況（精算前の額） 構成員の負担額3,000,000円、雑収入20円、前年度繰越金916,550円

予算（当初支出時の想定） 決算（実績）

積算等 金額 積算等 金額 契約の方法、相手方等

会議費 会議費 5,000 円 0 円 未執行

事務費 振込手数料等 20,000 円 振込手数料等 4,914 円 三菱東京UFJ 銀行

イベント相互参
画事業経費

中山道鵜沼宿まつり（年2
回） 200,000 円

中山道鵜沼宿まつり（年2
回） 147,975 円

犬山学生観光大使、ミスかかみがは
ら、公益社団法人犬山シルバー人材
センター、株式会社RAI-ON

宣伝事業経費
観光宣伝キャラバン（5回
程度） 2,000,000 円 観光宣伝キャラバン（4回） 1,448,834 円

「全国ふるさと観光物産展」実行委員
会運営事務局、公益社団法人犬山
シルバー人材センター、水野水産

観光セールス事
業負担金

旅行商品造成負担金 300,000 円 旅行商品造成負担金 300,000 円 一般社団法人　犬山市観光協会

主催イベント事
業経費

ご当地じまんまつり（1回） 0 円 ご当地じまんまつり（1回） 0 円 観光宣伝キャラバン事業内で執行

観光宣伝資材
作成費

クリヤーホルダー、歴史め
ぐりマップ 1,200,000 円 クリヤーホルダー 648,000 円

随意契約
有限会社マルヒロ

研修費 観光協会視察参加費 100,000 円 観光協会視察参加費 100,000 円 一般社団法人犬山市観光協会

予備費 92,550 円 0

3,917,550 円 2,649,723 円

積算がない場合
の特記事項

交付先における
支出の状況

項目

円 未執行

合計


